
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人石黒忍の上告趣意について。

　原判決は被告人の自白のみによつて判示事実を認定したものではなくて、その自

白の外にＡに対する検事の聴取書とＢ、Ｃ各提出の盗難被害届とを綜合して判示事

実を認定したものであることは記録上明白であり右証拠によつて優に判示事実を認

定するに足るものであるそして被告人の自白を補強する証拠は犯罪構成要件の一つ

一つについて必要とするものではなく補強証拠と自白とで犯罪事実全体について十

分な心証を与へうればよいのであるが仮りに所論の如く被告人が一審相被告人Ｄ外

数名と判示窃盗を共謀したという事実に対する証拠としては被告人の自白以外には

ないとしても、かゝる犯罪の主観的要件に該当する事実のごときはこれを認定する

の証拠としては被告人の自白の外に補強証拠を必要としないものというべきである。

（昭和二三年六月九日宣告昭和二二年（れ）一五三号事件大法廷判決参照）

　従つて原判決が憲法三八条三項刑訴応急措置法一〇条三項に違反するという論旨

は理由がない。

　よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。

　この判決は全裁判官の一致した意見である。
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